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 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

第38条第１項の規定により、令和８年５月15日付けで少年指導委員を次のとお

り委嘱した。 

  令和８年６月 26 日 

        佐賀県公安委員会委員長  岸  川  美 和 子    

氏名及び連絡先 活動区域 

辻󠄀 輝彦 

 武雄警察署生活安全課 

 0954-22-2144 

武雄市のうち、武雄町 

 


